
【特別の理由による任意予防接種費用助成のお手続き】

５.お送りした予診票を使って予防接種を

受け、一旦全額お支払いしてください。

３.母子手帳等の過去に定期接種を受けた

記録と併せて申請書を提出してください。

※記録が確認できない場合は受理できません。
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４．助成金の交付決定通知と予診票と実績報告書兼請

求書をお送りいたします。

※ 不交付の場合は、不交付決定通知書をお送りします。

７．実績報告書兼請求書を記入し、下記の書類と共に提出し

てください。※郵送可

なお、窓口来所時に原本持参であれば写しを取ります。

・予診票の写し

・領収書の写し

・窓口で申請の方は、身分証明書と振り込み希望の

口座等がわかるものを持参してください。

８．審査後に交付額確定通知書をお送りいたします。

その後、概ね1か月内に指定口座へ助成金を

お振り込みいたします。

２.申請書内の接種理由の記載を接種され

る予定の医療機関へ依頼してください。

１.「特別の理由による任意予防接種費用助成

金交付申請書」を取得する。

申請書は松阪市ホームページもしくは郵

送や窓口にて配布しております。

６.医療機関から以下のものを受領して

ください。

・領収証 ※同時接種した場合は

予防接種ごとの料金の

内訳が必要です。

・予診票の写し


